
犬・猫 シニア専用更新プラン

多頭割引（犬・猫プランのみ）

5％引き 8％引き
福祉割引 5％引き（全プラン対象）

※新規加入可能年齢までにご加入いただき、更新の際、シニアプラン更新年齢になった場合は、シニア専用更新プランでの更新（終身更新可能）となります。
　シニアプラン更新年齢はP3の「ペット分類表/新規加入可能年齢・シニアプラン更新年齢」をご覧ください。

うさぎ等小動物プラン 鳥類・爬虫類プラン

日額 まで
年間 まで

年間 まで

日額 まで
年間 まで

1回 まで
年2回

日額 まで
年間 まで

年間 まで

1回 まで
年2回

保障されません

ホワイトプラングリーンプラン

入院保険金

通院保険金

手術保険金

鳥　　　類
爬　虫　類

診断書費用保険金
最高保障限度額

日額 １０，０００円まで
年間 ６０日まで

年間 まで

日額 まで

1回 まで
年２回

日額 まで
年間 ３０日まで

年間 まで

日額 まで
年間 ３０日まで

日額 まで
年間 ２０日まで

日額 まで
年間 ２０日まで

1回 まで

日額 まで
年間 ３０日まで

年間 まで

1回 まで
年2回

保障されません

保障されません

保障されません

ホワイトプランブループランオレンジプラングリーンプラン

入院保険金

通院保険金

手術保険金

小　動　物

診断書費用保険金

最高保障限度額

すべてのご契約の契約者情報、保険料決済方法および払込方法を
同一にしていただきます。（保険料決済のための振替口座または
クレジットカードも同一にしていただきます。）

被保険者または被保険者ご自身と生計を同一にするご親族に身体障
害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳のいずれかをお持ちの方
がいる場合対象となります。福祉割引をご希望のお客様は、上記の
手帳のコピーをペット保険申込書に添付してください。

インターネット契約割引 3％引き（犬・猫プランのみ）
当社ホームページから、インターネットでお申込みいただいた場合、
初年度契約にインターネット契約割引３％が適用されます。
詳細は当社ホームページ「http://www.animalclub.jp/」をご覧ください。
※多頭割引・福祉割引との併用はできません。
インターネット契約につきましては、保険料のお支払いは
クレジットカード払いのみとなります。

［満11歳未満］うさぎ　［満5歳未満］フェレット／チンチラ　［満4歳未満］ハリネズミ／リス／モモンガ　［満3歳未満］モルモット　［満2歳未満］ハムスター小 動 物
鳥類・爬虫類 ［満20歳未満］オウム/ヨウム　［満9歳未満］ブンチョウ/サイチョウ/カナリア/インコ　［満5歳未満］ジュウシマツ　［満15歳未満］カメ　［満10歳未満］イグアナ

生後３０日から上記の年齢までご加入いただけます。※新規・更新可能年齢は共通です。

＊　保　　障　　内　　容　＊

年間 ６０日まで

１０，０００円

109 万円 49 万円 16 万円 61 万円

９０，０００円

５，０００円

１０，０００円

６０，０００円

４，０００円

８，０００円

年２回

５，０００円 １０，０００円

１５０，０００円

１０，０００円

５，０００円 １０，０００円
３０日 ３０日

５，０００円
６０日

３０，０００円 １２０，０００円

１０，０００円

入院保険金
通院保険金

手術保険金

ガン手術保険金

葬祭保険金

高度後遺障害保険金

診断書費用保険金

ペットが入院した際の入院日1日ごとの治療実費を、保障限度日額を限度としてお支払いします。
ペットが通院した際の通院日1日ごとの治療実費を、保障限度日額を限度としてお支払いします。
手術を受けた当日の手術にかかわる実費を、手術保険金額を限度にお支払いします。
※手術保険金の支払回数は年２回です。又、ガン手術保険金も保障対象となっている場合は、
ガン手術保険金と通算して年２回が支払限度となります。
ガンの手術を受けた当日の手術にかかわる実費を、ガン手術保険金額を限度にお支払
いします。※ガン手術保険金の支払回数は手術保険金と通算して年２回が限度となります。
火葬、埋葬、供養の為の仏具購入費などの実費を、保険金額を限度にお支払します。
障害を被り、四肢のうちいずれかにおいて中手骨( 前足 )または中足骨(後足)
より心臓に近い部分から欠損し、ペット用車椅子などの移動用補助器具を購入した場合、
その購入実費を保険金額を限度にお支払いします。
被保険者が上記の保険金のいずれかを請求するに当たり、提出された診断書
の作成費用を保険金額を限度にお支払いします。
※お支払する保険金は保険期間を通算して保険金額が限度となります。

※ご契約いただくプランによりましては、上記の保険金の一部が保障対象外となりますので、かならずプラン表でご確認ください。
※上記は保障のあらましです。保障内容の詳細は重要事項説明書で必ずご確認ください。
◆プリズムコール のすべてのプランには、「保険証券および更新証不発行特約」が付帯されます。

３，０００円

１０，０００円
52 万円 55 万円

最高保障限度額 147万円
団体扱月払い

43万円

5,580
7,070
10,660
4,530

団体扱月払い
4,180
5,360
7,490
3,380

Ⅱ

Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

Ⅱ

保険証券および更新証不発行特約は、ご契約の際に保険証券および更新証の発行をしないことについて合意を得た場合は、保険証券
および更新証の発行が省略されます。ただし、ご契約様から保険証券および更新証の発行のお申し出があった場合は発行いたします。

付帯される特約
について 4

3,880

団体扱月払い
3,370

団体扱月払い
2,080

団体扱月払い
1,760

団体扱月払い 2,110

2,340

団体扱月払い
1,620

1,330

団体扱月払い

団体扱い保険料（月払い）はこちらの保険料をご参照ください。
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　ペット分類表 /新規加入可能年齢・シニアプラン更新年齢

齢
年
ン
ラ
プ
新
更
用
専
ア
ニ
シ

小型犬

中型犬

大型犬

・イタリアングレイハウンド・ウェストハイランドホワイトテリア・キャバリア・ケアンテリア・シーズー
・シェットランドシープドッグ・ジャックラッセルテリア・スコティッシュテリア・チャイニーズクレステッド・チワワ・狆 ( ちん )
・トイプードル・日本スピッツ・パグ・パピヨン・ビションフリーゼ・フレンチブルドッグ・ペキニーズ・ボストンテリア
・ポメラニアン・マルチーズ・ミニチュアシュ ナウザー・ミニチュアダックスフンド・ミニチュアピンシャー・ヨークシャテリア　ほか

・アメリカンコッカースパニエル・ウェルシュコーギー・ウィペット・甲斐犬・サルーキー・柴犬・スタンダードダックスフンド
・スタンダードプードル・バセットハウンド・ビーグル・ブルテリア・ブルドッグ・ホイペット・ボーダーコリー・北海道犬
・ミニチュアプードル・ミニチュアブルテリア　ほか
・アイリッシュセッター・秋田犬・アフガンハウンド・アラスカンマラミュート・イングリッシュセッター
・イングリッシュポインター・エアデール・紀州犬・グレイハウンド・グレートデン・グレートピレニーズ・コリー
・ゴールデンレトリバー・サモエド・シベリアンハスキー・ジャーマンシェパードドッグ・セントバーナード・ダルメシアン
・チャウチャウ・ニューファンドランド・バーニーズマウンテンドッグ・フラットコーテッドレトリバー・ボクサー・ボルゾイ
・ラフコリー・ラブラドールレトリバー　ほか

　
＊ＭＩＸ（雑種）犬の場合申込時点・更新時点での体重によって分類を決めさせていただきます。
・体重 6kg 未満　⇒　小型犬　・体重 18kg 未満　⇒　中型犬　・体重 18kg 以上　⇒　大型犬

＊　猫につきましては分類はございません　＊

※分類表に記載されていない犬種につきましては、
お気軽にプリズムコール®までお問合せください。

新規加入可能年齢 健康診断が必要な年齢※1 シニア専用更新プラン年齢※3

小型犬

中型犬

大型犬

猫

生後６０日以上　満１２歳未満

生後６０日以上　満１２歳未満

生後６０日以上　満１０歳未満

生後６０日以上　満１２歳未満

満９歳以上※２

満９歳以上※２

満９歳以上※２

満６歳以上※２

満１５歳以上※3

満１５歳以上※3

満１３歳以上※3

満１２歳以上※3

※１ 告知書の内容によっては、年齢にかかわらず健康診断をお願いする場合がございます。
※２ 弊社所定の健康診断 ( お申込日 ( 内容が完備した書類を代理店または弊社が受理した日 ) から起算して１ヶ月以内の身体検査・血液検査・既往歴獣医師様の所見 ) を受けていただいた
         うえでご契約の可否を決定させていただきます。
※３ シニア専用更新プラン年齢の年齢表記は責任開始日の年齢となります。

１．告知書の記載内容や健康診断書の結果により、ご契約をお引受できない場合や条件付きでお引受する場合があります。
２．健康診断書は、お申込日（内容が完備した書類を代理店または弊社が受理した日）から1ヶ月以内のものが必要となります。ご注意

※
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最 高 保 障 限 度 額 147万円

3,340

4,230

6,370

2,710

2,890

3,710

5,320

2,350

2,640

3,360

4,810

2,200

1,990

2,480

3,470

1,710

1,820

2,270

3,500

1,490

団体扱月払い 団体扱月払い 団体扱月払い 団体扱月払い 団体扱月払い

87万円 81万円 39万円 94万円

プリズムコール®団体扱い保険料（月払い）表

Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ


